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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣合う太陽電池セルの各電極を導電部材を介して電気的に接続するストリング配線装置
において、
　前記太陽電池セルは、搬送方向に所要個数配列された状態で直列接続され、
　前記太陽電池セルは、複数列の前記導電部材を前記搬送方向に対して直交する互いに異
なる位置に重合する複数種類の太陽電池セルからなっており、
　前記太陽電池セルと前記複数列の前記導電部材を重合させた状態で、上昇、前進、下降
および後退のボックス運動によって前記搬送方向に搬送する一対の搬送部材を有するセル
搬送ユニットを備え、
　該セル搬送ユニットの前記一対の搬送部材は、前記搬送方向に沿って設けられ、かつ所
要個数配列された前記太陽電池セルを同時に支持可能な長さを有し、前記一対の搬送部材
の前記ボックス運動によって、所要個数配列された前記太陽電池セルを搬送するものであ
り、
　前記一対の搬送部材を、前記ボックス運動時に前記複数種類の太陽電池セルに重合され
たいずれの前記導電部材とも接触しない位置に設け、前記一対の搬送部材を段取り替えせ
ずに、前記複数種類の太陽電池セルを搬送可能であることを特徴とするストリング配線装
置。
【請求項２】
　請求項１において、前記一対の搬送部材は、前記導電部材を重合する前記太陽電池セル
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を載置する載置台に対して出没可能に設けられてなるストリング配線装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、前記複数種類の太陽電池セルは、大きさの異なる太
陽電池セルからなっているストリング配線装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか1項において、前記太陽電池セルの種類に応じて、
前記導電部材が２列ないし４列互いに異なる位置に配置されるようになっているストリン
グ配線装置。
【請求項５】
　請求項１において、重合された前記太陽電池セルと前記導電部材を熱を加えながら圧着
する下部ホットプレートと昇降可能な上部ホットプレートとを有し、該上部ホットプレー
トの下面に、前記下部ホットプレート上に載置された前記太陽電池セルを重合した前記導
電部材を押圧する押さえ部材を前記上部ホットプレートの下面に対して出没可能に設け、
前記押さえ部材を付勢手段によって前記上部ホットプレートの下面より突出する方向に付
勢するとともに、通常は前記押さえ部材を前記上部ホットプレートの下面より所定量突出
した位置に保持するようにしてなるストリング配線装置。
【請求項６】
　請求項５において、前記下部ホットプレートおよび上部ホットプレートの上面および下
面の少なくとも一方は、保護用シートによって覆われており、前記保護用シートを前記ホ
ットプレートに対して送り移動可能に設けてなるストリング配線装置。
【請求項７】
　請求項６において、前記保護用シートは、前記下部ホットプレートあるいは／および前
記上部ホットプレートにエンドレス状に設けられ、該エンドレス状の前記保護用シートに
付着した付着物を除去する清掃部材を備えてなるストリング配線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、隣合う太陽電池セルを導電部材を介して電気的に接続するストリング配線装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、受光面を形成した面にマイナス側電極を有し、その裏面にプラス側電極を有する
太陽電池セルを縦横に複数配列した太陽電池モジュール（太陽電池パネル）においては、
複数の太陽電池セルをストリング配線するために、インターコネクタが用いられている。
すなわち、インターコネクタによって、１つの太陽電池セルの電極と隣接する他の太陽電
池セルの電極とを互いに接続して、ストリング配線するようになっている。この種の太陽
電池モジュールとして、例えば、特許文献１に記載されたものが知られている。
【０００３】
　このような太陽電池モジュールを製造するに当たっては、下面にインターコネクタが接
合された太陽電池セルを、リフトアンドキャリー式の搬送装置の搬送部材によってすくい
上げて順次搬送することにより、下面にインターコネクタが接合されている太陽電池セル
でも、確実に搬送することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２９８０９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この種のストリング配線装置においては、通常取り扱う太陽電池セルが
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複数種類あり、ストリング配線すべき太陽電池セルの種類が変更になると、太陽電池セル
の大きさが変化したり、太陽電池セルに接合されるインターコネクタが２列ないしは４列
に変化する。
【０００６】
　このような結果、太陽電池セルに接合されるインターコネクタの位置が相互に変化する
ため、太陽電池セルをすくい上げて搬送する搬送部材の位置を、インターコネクタに干渉
しない位置に位置調整するか、太陽電池セルの種類に合った別の搬送部材に段取替えする
必要があり、ストリング配線作業の妨げとなる問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記した従来の問題点を解決するためになされたもので、太陽電池モジュー
ルを効率的に製造するに好適なストリング配線装置および配線方法ならびに太陽電池モジ
ュール製造装置および製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、隣合う太陽電池セルの各電極を導電部材を介して電気的に接続するストリン
グ配線装置において、前記太陽電池セルは、搬送方向に所要個数配列された状態で直列接
続され、前記太陽電池セルは、複数列の前記導電部材を前記搬送方向に対して直交する互
いに異なる位置に重合する複数種類の太陽電池セルからなっており、前記太陽電池セルと
前記複数列の前記導電部材を重合させた状態で、上昇、前進、下降および後退のボックス
運動によって前記搬送方向に搬送する一対の搬送部材を有するセル搬送ユニットを備え、
該セル搬送ユニットの前記一対の搬送部材は、前記搬送方向に沿って設けられ、かつ所要
個数配列された前記太陽電池セルを同時に支持可能な長さを有し、前記一対の搬送部材の
前記ボックス運動によって、所要個数配列された前記太陽電池セルを搬送するものであり
、前記搬送部材を、前記ボックス運動時に前記複数種類の太陽電池セルに重合されたいず
れの前記導電部材とも接触しない位置に設け、前記一対の搬送部材を段取り替えせずに、
前記複数種類の太陽電池セルを搬送可能であることを特徴とするものである。
【０００９】
　かかる構成によれば、ストリング配線装置で取り扱う太陽電池セルの種類が変更されて
も、一対の搬送部材を何ら段取替え等する必要がなく、ストリング配線作業を効率的に行
うことができる。

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】太陽電池モジュールを示す概略平面図である。
【図２】図１の２－２線に沿って切断した断面図である。
【図３】図１の３－３線に沿って切断した断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る太陽電池モジュール製造装置の全体を示す平面図であ
る。
【図５】ストリング配線装置のコネクタ供給ユニットを示す概略側面図である。
【図６】インターコネクタを所定長さに切断して引き出す説明図である。
【図７】ストリング配線装置のセル供給ユニットを示す概略平面図である。
【図８】セル供給ユニットにおける太陽電池セルの供給手順を示す説明図ある。
【図９】フラックスが塗布された太陽電池セルの平面図である。
【図１０】セル供給ユニットのキャリーヘッドを示す概略平面図である。
【図１１】ストリング配線装置の接合ユニットを示す平面図である。
【図１２】接合ユニットの上部ホットプレートに設けた押さえ部材を示す図である。
【図１３】インターコネクタと太陽電池セルを接合ユニットにおいて重合させた状態を示
す図である。
【図１４】下部ホットプレートの上面を覆う保護用シートを示す図である。
【図１５】ストリング配線装置のセル搬送ユニットの搬送部材を示す図である。
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【図１６】複数種類の太陽電池セルと搬送部材との関係を示す図である。
【図１７】セル搬送ユニットの徐冷ステーションを示す概略平面図である。
【図１８】セル搬送ユニットを示す図４の矢印１８方向から見た図である。
【図１９】図１８の矢印１９方向から見た図である。
【図２０】マトリックス配線装置を示す斜視図である。
【図２１】本発明の変形例を示す保護用シートの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下本発明の実施の形態に係る太陽電池セルのストリング配線装置および太陽電池モジ
ュール製造装置について説明する。
【００１２】
　図１は太陽電池モジュール（太陽電池パネル）１０の一例を示す概要図で、当該太陽電
池モジュール１０は、ＸＹ平面に配列され、直列に電気的接続された複数（Ｘ方向にＸｍ
個、Ｘ方向に対して直交するＹ方向にＹｎ列）の太陽電池セル１１から構成されている。
図１においては、理解しやすいように、Ｘｍを４個、Ｙｎを４列とした合計１６個の太陽
電池セル１１によって、太陽電池モジュール１０を構成した例で示している。
【００１３】
　Ｘ方向に隣接する太陽電池セル１１は、導電部材としてのインターコネクタ１２を介し
て電気的に接続されている。インターコネクタ１２は、Ｘ方向に隣合う２つの太陽電池セ
ル１１に跨る長さを有した直線状をなすもので、図２および図３に示すように、その長手
方向の右端（前半部）が、太陽電池セル１１の下面（受光面）に形成されたマイナス側電
極、あるいは上面（裏面）に形成されたプラス側電極に接合され、長手方向の左端（後半
部）が、太陽電池セル１１の上面に形成されたプラス側電極、あるいは下面に形成された
マイナス側電極に接合されている。
【００１４】
　Ｘ方向の両端に配列された太陽電池セル１１には、２つの太陽電池セル１１に跨る長さ
のインターコネクタ１２より長さの短いインターコネクタ１２ａが、太陽電池セル１１の
下面（マイナス側電極）もしくは上面（プラス側電極）に接合されている。これら長さの
短いインターコネクタ１２ａの各一端は、太陽電池セル１１の両端より僅かに突出されて
いる。
【００１５】
　これによって、Ｘ方向に配列された所要個数Ｘｍの太陽電池セル１１が電気的に直列接
続され、ストリング配線された太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂが構成される。そして
、当該太陽電池セル群１１０Ａ、１１０ＢがＹ方向に所要列数Ｙｎ配列され、長さの短い
インターコネクタ１２ａ同士がマトリックス配線されることにより、太陽電池モジュール
１０が構成される。
【００１６】
　この際、図１の上から奇数列目の太陽電池セル群１１０Ａは、長さの短いインターコネ
クタ１２ａの各一端が、図２に示すように、左右端の太陽電池セル１１の上面および下面
より僅かに突出されているのに対し、図１の上から偶数列目の太陽電池セル群１１０Ｂは
、長さの短いインターコネクタ１２ａの各一端が、図３に示すように、左右端の太陽電池
セル１１の下面および上面より僅かに突出されている。
【００１７】
　このように、太陽電池モジュール１０は、インターコネクタ１２の接合構造を異にした
２種類の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂ（以下、第１の太陽電池セル群１１０Ａ、第
２の太陽電池セル群１１０Ｂという）からなり、これら第１および第２の太陽電池セル群
１１０Ａ、１１０ＢがＹ方向に交互に配置されて構成される。
【００１８】
　そして、奇数列目の第１の太陽電池セル群１１０Ａの両端部より突出されたインターコ
ネクタ１２ａの各一端と、偶数列目の第２の太陽電池セル群１１０Ｂの両端部より突出さ
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れたインターコネクタ１２ａの各一端が、導電部材としてのバスメタル１４よって図１に
示すように互いに接合されることにより、太陽電池モジュール１０を構成するすべての太
陽電池セル１１が直列に接続される。
【００１９】
　なお、一般に太陽電池モジュール１０は、受光面（マイナス側電極）に透明な強化ガラ
スからなるカバーガラスが配置され、裏面（プラス側電極）に耐候性に優れたバックシー
トが配置され、これらカバーガラスとバックシートとの間に、複数の太陽電池セル１１が
ＥＶＡ等の樹脂で封止されて完成品とされるが、以下に述べる実施の形態においては、説
明の便宜上、カバーガラス上に配列されたＸｍ×Ｙｎ個の太陽電池セル１１を、太陽電池
モジュール１０と称する。
【００２０】
　次に、上記した構成の太陽電池モジュール１０を製造する製造装置の具体的な構成につ
いて説明する。当該製造装置は、図４に示すように、Ｘ方向に沿って配設されたストリン
グ配線装置（ストリング配線工程）２１と、レイアップ装置（レイアップ工程）２２と、
マトリックス配線装置（マトリックス配線工程）２３を備えている。レイアップ装置２２
とマトリックス配線装置２３は搬送コンベア２５によって連接され、マトリックス配線装
置２３によってマトリックス配線された太陽電池モジュール１０は、搬出コンベア２６に
よって次工程に搬送される。
【００２１】
　ストリング配線装置２１は、第１および第２の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂをス
トリング配線するために、インターコネクタ１２を供給する２組のコネクタ供給ユニット
（導電部材供給ユニット）３１Ａ、３１Ｂと、太陽電池セル１１を供給する２組のセル供
給ユニット３２Ａ、３２Ｂと、太陽電池セル１１にインターコネクタ１２を接合する２組
の接合ユニット３３Ａ、３３Ｂと、インターコネクタ１２を接合した太陽電池セル１１を
搬送する２列のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂによって、主として構成され、これら２
組（２列）のユニットはそれぞれ並設されている。
【００２２】
　これら、コネクタ供給ユニット３１Ａ、３１Ｂ、セル供給ユニット３２Ａ、３２Ｂ、接
合ユニット３３Ａ、３３Ｂ、セル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂは、共通の基台３５上に配
設されている。以下においては、第１の太陽電池セル群１１０Ａを製造する各ユニットを
第１のユニットと称し、第２の太陽電池セル群１１０Ｂを製造する各ユニットを第２のユ
ニットと称して区別することにする。
【００２３】
　第１のコネクタ供給ユニット３１Ａは、図５に示すように、インターコネクタ１２を巻
付けたＹ方向に離間した複数列（実施の形態においては、２列）のボビン４１と、ボビン
４１に巻かれたインターコネクタ１２の各一端をクランプしてＸ方向に引き出す引き出し
手段４２と、引き出し手段４２によって所定位置に引き出されたインターコネクタ１２を
所定長さに切断する上下移動可能なカッター４３を備えている。
【００２４】
　引き出し手段４２は、Ｘ方向に沿って形成されたガイドレール４４に移動可能に支持さ
れた移動台４５を有しており、移動台４５はモータ４６によって回転駆動される第１のボ
ールねじ軸４７の回転によって、ガイドレール４４に沿ってＸ方向に所定量移動されるよ
うになっている。
【００２５】
　移動台４５には、第２のボールねじ軸４８が第１のボールねじ軸４７と平行な軸線の回
りに回転可能に支持され、第２のボールねじ軸４８は、移動台４５に設置されたモータ４
９によって回転駆動されるようになっている。また、移動台４５には、インターコネクタ
１２をガイドするための移動ガイド５０が固定されている。
【００２６】
　引き出し手段４２には、ボビン４１より引き出されたインターコネクタ１２をクランプ
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する第１および第２のクランパ５１、５２が設けられ、第１および第２のクランパ５１、
５２は、図略のアクチュエータの作動によってインターコネクタ１２をクランプ、アンク
ランプできるようになっている。第１のクランパ５１は、カッター４３より下流側の位置
に配置され、第２のクランパ５２は、カッター４３の上流側の位置に配置されている。
【００２７】
　第１のクランパ５１は第２のボールねじ軸４８にねじ係合され、インターコネクタ１２
の端部をクランプしてＸ方向に所定量移動できるようになっている。一方、第２のクラン
パ５２は、図示しないシリンダによってＸ方向に所定量進退されるようになっており、イ
ンターコネクタ１２を所定長さに切断する際に、切断されるインターコネクタ１２の根元
部分をクランプするようになっている。
【００２８】
　ボビン４１より引き出されたインターコネクタ１２は、複数のガイドローラ５５にガイ
ドされながら引き出される。複数のガイドローラ５５の間の下方位置には、係合ローラ５
６が上下動可能な昇降部材５７に軸支されており、この係合ローラ５６にインターコネク
タ１２が掛け渡されてＵ字状に屈曲され、固定の第２のクランパ５２に導かれるようにな
っている。
【００２９】
　係合ローラ５６の下流側のガイドローラ（下流側ガイドローラ）５５は、太陽電池セル
１１に接合する複数のインターコネクタ１２に共通であり、その外表面には複数種類の太
陽電池セル１１におけるインターコネクタ１２のＹ方向の接合位置に合わせた多数の溝が
設けられている。これによって、ボビン４１からインターコネクタ１２が引き出される際
に、ボビン４１からの引き出し位置がＹ方向に移動しても、下流側ガイドローラに引き回
された時点で必ずインターコネクタ１２のＹ方向の接合間隔に合うことになる。さらに、
予め複数種類の太陽電池セル１１の各インターコネクタ１２のＹ方向の接合間隔に合わせ
た溝が設けられているので、異なる太陽電池セル１１への生産変更が容易となる。また、
インターコネクタ１２は下流側ガイドローラ５５によって、ボビン４１による巻癖の方向
とは反対方向に鋭角に引き出されるようになっている。
【００３０】
　昇降部材５７にはテンションシリンダ５８のピストンロッド５８ａが連結され、テンシ
ョンシリンダ５８は昇降部材５７を介してインターコネクタ１２を、インターコネクタ１
２の破断力よりも小さな引張力で牽引するようになっている。テンションシリンダ５８は
、インターコネクタ１２の種別（破断力）に応じて、引張力を変更可能となっている。
【００３１】
　第１のコネクタ供給ユニット３１Ａのボビン４１より引き出されたインターコネクタ１
２を、所定長さに切断し、第１の接合ユニット３３Ａの下部ホットプレート８１（図１１
参照）に載置された太陽電池セル１１上に供給する手順を図６に示す。まず、図６（Ａ）
に示す原位置状態において、第２のモータ４９によって第２のボールねじ軸４７を所定量
回転させることにより、インターコネクタ１２の先端部をクランプした第１のクランパ５
１を、図６（Ｂ）に示すように、所定位置まで前進移動させ、インターコネクタ１２を所
定量引き出す。しかる後、カッター４３を下降させてインターコネクタ１２を所定長さに
切断する。
【００３２】
　続いて、第１のモータ４６による第１のボールねじ軸４７の回転によって、移動台４５
を所定量移動させることにより、移動ガイド５０とともに第１のクランパ５１を、移動台
４５と一体的に移動させる（図６（Ｃ）参照）。これによって、第１のクランパ５１が下
部ホットプレート８１上まで移動され、これにクランプされた所定長さのインターコネク
タ１２が、下部ホットプレート８１に載置された太陽電池セル１１上に供給される。
【００３３】
　同時に、第２のクランパ５２をアンクランプさせて一定量後退させ、その後、第２のク
ランパ５２によりインターコネクタ１２をクランプした状態で、第２のクランパ５２を一
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定前進させ、インターコネクタ１２をカッター４３の前方位置まで引き出す（（図６（Ｄ
）参照）。これとともに、第１のクランパ５１がアンクランプされて、第１および第２の
モータ４６、４９によって移動台４５とともに、第１のクランパ５１が原位置に復帰され
る（図６（Ａ）参照）ことにより、インターコネクタ１２が太陽電池セル１１上に重合さ
れる。
【００３４】
　ところで、第１のクランパ５１によってクランプしたインターコネクタ１２を第２のモ
ータ４９によって引き出す際に、その移動加速度を適切に設定（例えば、１Ｇ）すること
により、インターコネクタ１２をテンションシリンダ５８の引張力に抗して牽引すること
ができる。これによって、ボビン４１に巻かれて巻癖が付いたインターコネクタ１２の巻
癖を除去し、直線状に矯正できるようになる。この際、インターコネクタ１２は、破断力
よりも小さな引張力で牽引されているので、インターコネクタ１２に作用する引張力が大
きくなると、昇降部材５７が上昇されるため、インターコネクタ１２に過度の引張力を作
用させることなく、巻癖の除去が可能となる。
【００３５】
　第２のコネクタ供給ユニット３１Ｂも、上記した第１のコネクタ供給ユニット３１Ａと
同様に構成されており、ボビン４１より引き出されたインターコネクタ１２を巻癖を除去
しながら所定長さに切断し、第２の接合ユニット３３Ｂの下部ホットプレート８１（図１
１参照）に載置された太陽電池セル１１上に供給するようになっている。
【００３６】
　第１のセル供給ユニット３２Ａは、太陽電池セル１１を受光面を下向きにしてＹ方向に
搬送し、第１の接合ユニット３３Ａに供給するものであり、第２のセル供給ユニット３２
Ｂは、太陽電池セル１１を受光面を上向きにしてＹ方向に搬送し、第２の接合ユニット３
３Ｂに供給するものである。
【００３７】
　第１のセル供給ユニット３２Ａには、図７および図８に示すように、多数の太陽電池セ
ル１１を受光面を下向きにして積層したカセット６１を供給するセル供給ステーション６
２と、カセット６１に積層された最上位の太陽電池セル１１を常に一定の高さ位置に保持
するセルリフターステーション６３と、太陽電池セル１１の欠けや割れを検査するセル検
査ステーション６４と、太陽電池セル１１の傾きを矯正する傾き矯正ステーション６５と
、太陽電池セル１１を受け渡すセル受渡しステーション６６が、Ｙ方向に一定の間隔を有
して配設されている。
【００３８】
　セル供給ステーション６２に供給されたカセット６１は、手動操作もしくは自動的にセ
ルリフターステーション６３のリフター６３ａ上に送り込まれ、リフター６３ａによって
、カセット６１に積層された最上位の太陽電池セル１１を常に一定の高さ位置に保持する
ようになっている。すなわち、図示しない高さ位置検出センサーによって最上位の太陽電
池セル１１の上面位置が検出され、積層された太陽電池セル１１が順次供給されても、常
に最上位の太陽電池セル１１を一定の高さ位置に保持することができる。
【００３９】
　セル検査ステーション６４には、供給された太陽電池セル１１を上方より撮像する検査
カメラ６７が設置され、検査カメラ６７で撮像した画像を処理することにより、太陽電池
セル１１の割れや欠け等の不良を検出できるようしている。
【００４０】
　傾き矯正ステーション６５には、供給された太陽電池セル１１を押圧部材６８によって
基準ブロック６９に押付けることにより、太陽電池セル１１の傾きが矯正される。また、
傾き矯正ステーション６５の下面には、検査カメラ６７で不良と検出された太陽電池セル
１１を廃棄するために、開閉扉６５ａが設けられ、開閉扉６５ａの下方に廃棄ボックス７
０が設置されている。
【００４１】
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　太陽電池セル１１は、３つのセル移載ハンド７１ａ、７１ｂ、７１ｃによるピックアン
ドプレイス動作により、セルリフターステーション６３からセル検査ステーション６４に
、セル検査ステーション６４から傾き矯正ステーション６５に、傾き矯正ステーション６
５からセル受渡しステーション６６に順次同時搬送される。すなわち、セル移載ハンド７
１ａ、７１ｂ、７１ｃが、セル供給ユニット３２Ａに設けられた図略のハンド装置に保持
されており、Ｙ方向および上下方向に移動可能な図略の移動装置によるハンド装置のピッ
クアンドプレイス動作により、セル移載ハンド７１ａ、７１ｂ、７１ｃに太陽電池セル１
１が吸着保持され、順次次ステーションに搬送される。
【００４２】
　傾き矯正ステーション６５とセル受渡しステーション６６との間には、太陽電池セル１
１の上下面にそれぞれにフラックス７２を２列塗布（図９参照）するディスペンサノズル
７３ａ、７３ｂが上下２つずつ、合計４個設けられている。ディスペンサノズル７３ａ、
７３ｂは、セル移載ハンド７１ｃによって傾き矯正ステーション６５からセル受渡しステ
ーション６６に搬送される太陽電池セル１１の上下面にそれぞれにフラックス７２を塗布
する。
【００４３】
　第１および第２のセル供給ユニット３２Ａ、３２Ｂのセル受渡しステーション６６と、
第１および第２の接合ユニット３３Ａ、３３Ｂとの間には、図１０に示すように、セル受
渡しステーション６６から第１および第２の接合ユニット３３Ａ、３３Ｂの各下部ホット
プレート８１に太陽電池セル１１を搬送する作業用ロボット７４が配設されている。作業
用ロボット７４は、第１および第２のセル供給ユニット３２Ａ、３２Ｂに共通のものであ
る。作業用ロボット７４は、Ｙ方向に沿って設置されたガイドレール７５にスライド可能
に案内されたＹスライド７６と、Ｙスライド７６にＸ方向にスライド可能に案内されたＸ
スライド７７と、Ｘスライド７７に上下方向に移動可能に支持されたキャリーヘッド７８
からなっている。キャリーヘッド７８には、太陽電池セル１１を吸着する吸着ハンド７８
ａが設けられている。本実施の形態に係るストリング配線装置２１では、作業用ロボット
７４は太陽電池セル１１をセル受渡しステーション６６から下部ホットプレート８１上に
移載する動作だけを行うため、キャリーヘッド７８が1つだけが取付けられている。
【００４４】
　キャリーヘッド７８によってセル受渡しステーション６６から第１および第２の接合ユ
ニット３３Ａ、３３Ｂに搬送される太陽電池セル１１は、搬送途中でカメラ７９によって
吸着状態を撮像され、画像認識に基づいて位置ずれ等を補正される。
【００４５】
　第２のセル供給ユニット３２Ｂも、上記した第１のセル供給ユニット３２Ａと同様に構
成されており、受光面を上向きにして供給された太陽電池セル１１の上下面にフラックス
７２を塗布した状態で、太陽電池セル１１を第２の接合ユニット３３Ｂの下部ホットプレ
ート８１上に供給する。
【００４６】
　第１および第２の接合ユニット３３Ａ、３３Ｂは、図１１に示すように、それぞれ固定
の下部ホットプレート８１と、可動の上部ホットプレート８２を有している。第１および
第２の接合ユニット３３Ａ、３３Ｂは、第１および第２の接合ユニット３３Ａ、３３Ｂの
間に配設された固定ブロック８３を隔てて、Ｙ方向に所定量離間して配設され、第１およ
び第２のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂの各一端部（始端部）に連接されている。
【００４７】
　第１の接合ユニット３３Ａと第２の接合ユニット３３Ｂは基本的に同じ構成であるため
、以下、第１の接合ユニット３３Ａについてその構成を図１１および図１２に基づいて説
明する。
【００４８】
　第１の接合ユニット３３Ａの下部ホットプレート８１には、下部ホットプレート８１の
上面８１ａを予熱するためのヒータが内蔵され、上部ホットプレート８２には、上部ホッ
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トプレート８２の下面８２ａを加熱するためのヒータが内蔵されている。
【００４９】
　第１の接合ユニット３３Ａには、基台３５上に設置された固定ブロック８３の側面にガ
イドレール８４がＸ方向に沿って設けられている。ガイドレール８４には移動台８５がＸ
方向に所定量移動可能に案内されており、この移動台８５に設けられたガイドレール８６
に上部ホットプレート８２が所定量昇降可能に支持されている。
【００５０】
　固定ブロック８３には、モータ８７によって駆動されるボールねじ軸８８がＸ方向に平
行な軸線の回りに回転可能に支持され、このボールねじ軸８８に移動台８５に固定された
ボールナット８５ａがねじ係合されている。上部ホットプレート８２は、ボールねじ軸８
８の回転によって移動台８５がガイドレール８４に案内されてＸ方向に所定量移動される
ことにより、下部ホットプレート８１の上方位置に位置決めされる。その状態で、図略の
昇降装置によって上部ホットプレート８２がガイドレール８６に案内されて下降されるこ
とにより、下部ホットプレート８１と上部ホットプレート８２との間で、太陽電池セル１
１とインターコネクタ１２を熱を加えて圧着する。
【００５１】
　下部ホットプレート８１の上面８１ａには、図１３に示すように、第1のコネクタ供給
ユニット３１Ａより供給された所定長さのインターコネクタ１２（１２ａ）が複数列（２
列）載置される。そして、これらインターコネクタ１２上に、上下面にフラックス７２を
塗布した太陽電池セル１１が、下面に塗布したフラックス７２がインターコネクタ１２に
接触するように装着され、さらに、太陽電池セル１１の上面に塗布したフラックス７２に
接触する位置に、所定長さのインターコネクタ１２が複数列（２列）装着される。すなわ
ち、下部ホットプレート８１上に、太陽電池セル１１とその上下にインターコネクタ１２
が重合した状態で載置される。このように、下部ホットプレート８１は、インターコネク
タ１２を重合した太陽電池セル１１を載置する載置台として機能する。
【００５２】
　その状態で、上部ホットプレート８２のＸ方向移動および下降によって、インターコネ
クタ１２および太陽電池セル１１を下部ホットプレート８１と上部ホットプレート８２と
の間で挟み込み、インターコネクタ１２および太陽電池セル１１を加熱しながら圧着する
ことにより、フラックス７２を介して太陽電池セル１１のプラス側電極およびマイナス側
電極にインターコネクタ１２を接合する。
【００５３】
　第１の接合ユニット３３Ａの上部ホットプレート８２の下面８２ａには、Ｘ方向の中央
部に、ガイド溝８９がＹ方向に沿って形成されている。ガイド溝８９には、押さえ部材と
しての押さえプレート９０が、上部ホットプレート８２の下面８２ａより出没可能に収容
されている。押さえプレート９０は、図略のスプリングの付勢力によって上部ホットプレ
ート８２の下面より突出する方向に押圧され、通常は上部ホットプレート８２の下面８２
ａより所定量だけ突出した位置に保持されている。
【００５４】
　これにより、上部ホットプレート８２の下降によって太陽電池セル１１とインターコネ
クタ１２とを熱圧着するに先立って、押さえプレート９０によってインターコネクタ１２
をスプリング力によって押圧し、インターコネクタ１２および太陽電池セル１１の位置ず
れを抑制するようになっている。
【００５５】
　また、押さえプレート９０は、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２とを熱圧着し
た後に、上部ホットプレート８２が上昇しても、インターコネクタ１２をスプリング力に
よって押し続けるように作用する。これによって、溶着したフラックス７２が硬化するま
での時間、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２との位置ずれを規制する。その結果
、インターコネクタ１２を太陽電池セル１１の定められた位置に正確に接合することが可
能となる。
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【００５６】
　下部ホットプレート８１には、図１４に示すように、その上面８１ａを覆う耐熱シート
からなるエンドレス状の保護用シート１５０が、複数のガイドローラ１５１によって周回
移動可能に設けられている。複数のガイドローラ１５１の１つは、シート駆動モータ１５
２によって回転駆動される駆動ローラ１５１ａとして構成され、駆動ローラ１５１ａがシ
ート駆動モータ１５２によって所定量回転されることにより、保護用シート１５０が矢印
方向に一定量送られるようになっている。
【００５７】
　保護用シート１５０の周囲には、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２との接合に
よって保護用シート１５０の表面に付着したフラックス７２等の付着物を掻き落とす清掃
部材としてのブラシ１５３とスクレーパ１５４が配設され、ブラシ１５３はブラシ駆動モ
ータ１５５によって回転駆動される。
【００５８】
　保護用シート１５０は、下部ホットプレート８１上で、太陽電池セル１１とインターコ
ネクタ１２とが接合される毎に、あるいは、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２と
が所定回数接合される毎に、シート駆動モータ１５２によって一定量送られるようになっ
ている。
【００５９】
　これによって、下部ホットプレート８１の上面８１ａに直接付着物が付着するのを防止
し得、しかも、下部ホットプレート８１上に常にきれいな保護用シート１５０を送り出す
ことができ、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２との接合が正確に行われるように
なる。
【００６０】
　同時に、保護用シート１５０が一定量送られることにより、太陽電池セル１１とインタ
ーコネクタ１２との接合によって保護用シート１５０の表面に付着したフラックス７２等
の付着物を、回転するブラシ１５３やスクレーパ１５４によって掻き落とことができる。
これにより、下部ホットプレート８１上に送り出される保護用シート１５０を常に清潔な
状態に保つことができ、精度の高い接合作業を長期に亘って安定的に維持できるようにし
ている。
【００６１】
　上記したエンドレス状の保護用シート１５０を、上部ホットプレート８２の下面８２ａ
を取り巻くように設けてもよい。
【００６２】
　なお、図１１において、１６０はダクトであり、このダクト１６０によって接合ユニッ
ト３３Ａ、３３Ｂの周辺の空気を吸引することにより、熱圧着時に発生する煙を吸い込む
吸煙装置として機能する。
【００６３】
　第２の接合ユニット３３Ｂも上記した第１の接合ユニット３３Ａと同様に構成されてい
る。第１の接合ユニット３３Ａと第２の接合ユニット３３Ｂとで異なる点は、第１の接合
ユニット３３Ａの下部ホットプレート８１には、第１のセル供給ユニット３２Ａより太陽
電池セル１１が受光面を下向きにした姿勢で供給される。これに対し、第２の接合ユニッ
ト３３Ｂの下部ホットプレート８１には、第２のセル供給ユニット３２Ｂより太陽電池セ
ル１１が受光面を上向きにした姿勢で供給されることである。
【００６４】
　第１のセル搬送ユニット３４Ａは、第１の接合ユニット３３Ａの下部ホットプレート８
１上より搬送された所要個数Ｘｍ以上の太陽電池セル１１を同時に支持できるに十分なＸ
方向長さを有している。第１のセル搬送ユニット３４Ａは、図１５に示すように、インタ
ーコネクタ１２を接合した太陽電池セル１１を搬送する一対の搬送部材９１を有している
。
【００６５】
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　これら搬送部材９１を収容可能な収容溝９２が下部ホットプレート８１の上面にＸ方向
に沿って両側に２列設けられている。搬送部材９１は、第１のセル搬送ユニット３４Ａに
よるリフトアンドキャリー動作、すなわち、上昇ａ→前進ｂ→下降ｃ→後退ｄのボックス
運動によって、太陽電池セル１１を下部ホットプレート８１上よりすくい上げて第１のセ
ル搬送ユニット３４Ａの始端部に搬送する。
【００６６】
　搬送部材９１は、通常、収容溝９２内に埋没された原位置に保持されており、太陽電池
セル１１とインターコネクタ１２との接合が終了すると、上昇されて太陽電池セル１１を
すくい上げる。その後、搬送部材９１の前進および下降により、太陽電池セル１１を１ピ
ッチ搬送し、第１のセル搬送ユニット３４Ａの図略の固定支持台上に支持する。
【００６７】
　ここで、太陽電池セル１１としては、製造される太陽電池モジュール１０に応じて、そ
の大きさや接合されるインターコネクタ１２の本数および接合位置が異なる複数種類のも
のが用いられる。
【００６８】
　図１６には、一例として、２種類の太陽電池セル１１Ａ、１１Ｂを示している。すなわ
ち、一方の太陽電池セル１１Ａは、その上下面に２列のインターコネクタ１２が接合され
るようになっており、他方の太陽電池セル１１Ａは、一方の太陽電池セル１１Ａより大き
さが大きく、その上下面に４列のインターコネクタ１２が、一方の太陽電池セル１１に接
合されるインターコネクタ１２とは異なる位置に接合されるようになっている。
【００６９】
　このような２種類の太陽電池セル１１を、上記した搬送部材９１のリフトアンドキャリ
ー動作によって搬送するようにした場合、従来においては、搬送する太陽電池セル１１の
種類が代わると、搬送部材９１を、インターコネクタ１２に干渉しない位置に位置調整す
るか、別の搬送部材に段取替えする必要があった。
【００７０】
　そこで、本実施の形態においては、一対の搬送部材９１（およびこれを収容する下部ホ
ットプレート８１の収容溝９２）の配置位置を、すくい上げ動作時に複数種類の太陽電池
セル１１Ａ、１１Ｂに重合されたいずれのインターコネクタ１２とも接触しない位置に設
定するように構成した。ここで、いずれのインターコネクタ１２とも接触しない位置とは
、複数種類の太陽電池セル１１を搬送する際に、搬送部材９１がインターコネクタ１２に
は接触せずに、太陽電池セル１１自体に接触する位置でもある。
【００７１】
　これにより、ストリング配線装置２１で取り扱う太陽電池セル１１の種類が変更されて
も、搬送部材９１を何ら段取替え等する必要がなく、ストリング配線作業を効率的に行え
るようになる。
【００７２】
　第１のセル搬送ユニット３４Ａの始端部には、図１７に示すように、下部ホットプレー
ト８１上より１ピッチずつ搬送される太陽電池セル１１を徐冷するための徐冷ステーショ
ン９５が設けられている。
【００７３】
　徐冷ステーション９５は、太陽電池セル１１の搬送ピッチ間隔でＸ方向に沿って配設さ
れた複数の徐冷ヒータ９６ａ、９６ｂ、９６ｃ・・・からなっている。複数の徐冷ヒータ
９６ａ、９６ｂ、９６ｃ・・・は、下部ホットプレート８１上より搬送された太陽電池セ
ル１１を、徐々に段階的に温度低下させるようにヒータ温度が漸次低下するように設定さ
れており、徐冷によって太陽電池セル１１の反りを抑制するようにしている。
【００７４】
　そのために、第１のセル搬送ユニット３４Ａによって下部ホットプレート８１上より搬
送された太陽電池セル１１は、先ず、所定温度に設定された第１の徐冷ヒータ９６ａ上に
搬送され、第１の徐冷ヒータ９６ａにより、ホットプレート８１、８２によって加熱され
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た太陽電池セル１１を所定温度だけ温度降下させる。次いで、太陽電池セル１１は、第１
の徐冷ヒータ９６ａより一定温度だけ低めに設定された第２の徐冷ヒータ９６ｂ上に搬送
されて徐冷され、さらに、第２の徐冷ヒータ９６ｂより一定温度だけ低めに設定された第
３の徐冷ヒータ９６ｃ上に搬送されて徐冷される。
【００７５】
　このようにして、３～５つの徐冷ヒータ９６ａ、９６ｂ、９６ｃ・・・からなる徐冷ス
テーション９５によって、太陽電池セル１１は徐々に段階的に温度低下され、急激な温度
低下による太陽電池セル１１の反りが抑制される。これら複数の徐冷ヒータ９６ａ、９６
ｂ、９６ｃ・・・からなる徐冷ステーション９５によって、太陽電池セル１１を徐冷する
徐冷手段を構成している。
【００７６】
　第２のセル搬送ユニット３４Ｂも上記した第１のセル搬送ユニット３４Ａと同様に構成
されており、異なる点は、太陽電池セル１１を受光面を下向きにして搬送するか、上向き
にして搬送するかだけである。
【００７７】
　第１のセル搬送ユニット３４Ａの両側には、図１８および図１９に示すように、第１の
セル置台１０１と、移載装置１０３が並設されている。移載装置１０３は、第１のセル搬
送ユニット３４Ａによって搬送された所定個数の太陽電池セル１１からなる第１の太陽電
池セル群１１０Ａを、第１のセル置台１０１上に移載するものである。
【００７８】
　移載装置１０３は、基台３５上にＹ方向に沿って設置されたガイドレール１１１に移動
可能に案内された移動台１１２と、この移動台１１２に上下方向に沿って形成されたガイ
ドレール１１３に昇降可能に支持された昇降台１１４と、この昇降台１１４上に保持され
た保持レール１１５にＸ方向に位置調整可能に保持された複数の吸着ヘッド１１６とを備
えている。吸着ヘッド１１６は、少なくとも第１の太陽電池セル群１１０Ａを構成する所
定個数（Ｘｍ）の太陽電池セル１１をそれぞれ吸着できる個数だけ設けられており、これ
ら吸着ヘッド１１６に太陽電池セル１１の上面を吸着する一対の吸着ハンド１１６ａがそ
れぞれ保持されている。
【００７９】
　実施の形態においては、異なる種類の太陽電池モジュール１０に対応できるように、吸
着ヘッド１１６がα（２個）だけ余分に設けられ、通常余分の吸着ヘッド１１６´は、第
１の太陽電池セル群１１０Ａの吸着の障害とならない位置に退避されている。
【００８０】
　吸着ハンド１１６ａは、昇降台１１４の下降によって、第１のセル搬送ユニット３４Ａ
上の各太陽電池セル１１の上面にそれぞれ当接され、真空吸着によって各太陽電池セル１
１を同時に吸着する。そして、昇降台１１４の上昇および移動台１１２の前進移動によっ
て、吸着ハンド１１６ａにて吸着した第１の太陽電池セル群１１０Ａを第１のセル置台１
０１上に移載する。
【００８１】
　第２のセル搬送ユニット３４Ｂには、図１８に示すように、第２のセル置台１０２が並
設され、この第２のセル置台１０２と第２のセル搬送ユニット３４Ｂとの間に、反転移載
装置１０４が設けられている。反転移載装置１０４は、第２のセル搬送ユニット３４Ａに
よって搬送された所要個数の太陽電池セル１１からなる第２の太陽電池セル群１１０Ｂを
、第２のセル置台１０２上に上下反転して移載するものである。
【００８２】
　反転移載装置１０４は、基台３５上にＸ方向に平行な支軸１２１を中心にして回転可能
に支持された反転台１２２と、この反転台１２２を１８０度反転させるモータ１２３を駆
動源とする反転駆動装置１２４と、反転台１２２上に所定量スライド可能に支持されたス
ライダ１２５と、スライダ１２５上にＸ方向に位置調整可能に保持された複数の吸着ヘッ
ド１２６とを備えている。
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【００８３】
　吸着ヘッド１２６は、上記した移載装置１０３の吸着ヘッド１１６と同様に、Ｘｍ＋α
設けられ、これら吸着ヘッド１２６に、第２の太陽電池セル群１１０Ｂを構成する所定個
数の太陽電池セル１１の下面をそれぞれ吸着する一対の吸着ハンド１２６ａがそれぞれ保
持されている。
【００８４】
　吸着ハンド１２６ａは、スライダ１２５のスライドによって、第２のセル搬送ユニット
３４Ｂ上の各太陽電池セル１１の下面に当接され、真空吸着によって各太陽電池セル１１
を同時に吸着する。そして、反転台１２２の１８０度反転によって、吸着ハンド１２６ａ
によって吸着した第２の太陽電池セル群１１０Ｂを第２のセル置台１０２上に反転した状
態で移載する。
【００８５】
　すなわち、反転移載装置１０４は、第２の太陽電池セル群１１０Ｂを、受光面が下向き
となる姿勢に反転して第２のセル置台１０２上に移載する。これによって、第１および第
２のセル置台１０１、１０２上に移載された第１および第２の太陽電池セル群１１０Ａ、
１１０Ｂの受光面が同じ下向きに揃えられる。
【００８６】
　ストリング配線装置２１の第１および第２のセル置台１０１、１０２に対応して、レイ
アップ装置２２が配設されている。レイアップ装置２２には、図４に示すように、太陽電
池セル群１１０Ａ、１１０ＢをＹ軸方向に所要数配列するためのカバーガラス１３０が、
自動または手動にて待機位置Ｐ１より供給されるようになっている。カバーガラス１３０
上には、第１および第２のセル置台１０１、１０２より交互に第１および第２の太陽電池
セル群１１０Ａ、１１０Ｂが搬送されて、レイアップされるようになっている。
【００８７】
　そのために、レイアップ装置２２には、第１および第２のセル置台１０１、１０２の上
方位置に亘って一対のガイドレール１３１がＹ方向に沿って設けられ、ガイドレール１３
１には、太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂを搬送するキャリーヘッド１３２がＹ方向に
移動可能に支持されている。キャリーヘッド１３２には、昇降台１３３が昇降可能に支持
されている。
【００８８】
　昇降台１３３には、図示してないが、上記した移載装置１０３と同様に、保持レールが
取付けられ、この保持レールに複数（Ｘｍ＋α）の吸着ヘッドがＸ方向に位置調整可能に
保持されている。吸着ヘッドには、太陽電池セル群１１０Ａあるいは１１０Ｂを構成する
所定個数の太陽電池セル１１の上面をそれぞれ吸着する一対の吸着ハンドが保持されてい
る。
【００８９】
　吸着ハンドは、昇降台１３３の下降によって、第１あるいは第２のセル置台１０１、１
０２上に移載された太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂの各太陽電池セル１１の上面にそ
れぞれ当接され、真空吸着によって各太陽電池セル１１を同時に吸着する。そして、昇降
台１３３の上昇およびキャリーヘッド１３２のＹ方向移動によって、吸着した太陽電池セ
ル群１１０Ａ、１１０Ｂを、レイアップ装置２２に供給されたカバーガラス１３０上に搬
送し、昇降台１３３の下降により太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂをカバーガラス１３
０に装着する。この場合、第１のセル置台１０１より搬送した第１の太陽電池セル群１１
０Ａと、第２のセル置台１０２より搬送した第２の太陽電池セル群１１０Ｂが、カバーガ
ラス１３０上にＹ方向に交互に装着される。
【００９０】
　カバーガラス１３０上のＹ方向に所要列数（Ｙｎ）だけ太陽電池セル群１１０Ａ、１１
０Ｂが装着されると、カバーガラス１３０は搬送コンベア２５によってマトリックス配線
装置２３に搬送される。
【００９１】
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　マトリックス配線装置２３には、図２０に示すように、ボビン１４１に巻かれた導電部
材としてのバスメタル１４（図１参照）を供給するバスメタル供給ユニット（導電部材供
給ユニット）１４２と、ガイドレール１４３ａ、１４３ｂ沿ってＸ，Ｙ方向に移動可能な
作業用ロボット１４４が備えられている。
【００９２】
　バスメタル供給ユニット１４２は、ボビン１４１に巻かれたバスメタル１４をＹ方向に
引き出して所定長さに切断し、切断したバスメタル１４を所定位置に供給するようになっ
ている。作業用ロボット１４４には、所定長さに切断されたバスメタル１４を吸着する吸
着部材を備えたキャリーヘッド１４５と、バスメタル１４を溶着するヒータを内蔵したプ
ロセスヘッド１４６が上下方向に移動可能に保持されている。
【００９３】
　そして、レイアップ装置２２より搬送コンベア２５によってカバーガラス１３０が所定
位置まで搬送されると、バスメタル供給ユニット１４２によって所定位置に供給されたバ
スメタル１４を、作業用ロボット１４４のキャリーヘッド１４５によって、Ｙ方向に隣合
う第１および第２の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂの各右端部より突出したインター
コネクタ１２の端部間に順次装着する。しかる後、作業用ロボット１４４のプロセスヘッ
ド１４６によって、バスメタル１４を溶着し、バスメタル１４とインターコネクタ１２と
を電気的に接続する。
【００９４】
　太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂの右端部のマトリックス配線が終了すると、搬送コ
ンベア２５によってカバーガラス１３０が所定量搬送され、その状態で今度は、Ｙ方向に
隣合う第２および第１の太陽電池セル群１１０Ｂ、１１０Ａの各左端部より突出したイン
ターコネクタ１２の端部間に、上記したと同様に、バスメタル１４を順次装着するととも
に、バスメタル１４を溶着し、バスメタル１４とインターコネクタ１２とを電気的に接続
する。これによって、マトリックス化されたＸｍ×Ｙｎの太陽電池セル１１のすべてが直
列に電気的接続される。
【００９５】
　この場合、バスメタル１４に代えて、インターコネクタを用い、このインターコネクタ
をフラックスを介して上記したインターコネクタ１２に接合するようにしてもよい。
【００９６】
　次に、上記した実施の形態に基づいて太陽電池セル１１をストリング配線する方法、お
よびストリング配線された太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂを組み合わせて太陽電池モ
ジュール１０を製造する製造方法について説明する。
【００９７】
　まず初めに、第１および第２のコネクタ供給ユニット３１Ａ、３１Ｂの各ボビン４１よ
り引き出されたインターコネクタ１２の先端部が第１のクランパ５１によってクランプさ
れた図６（Ａ）に示す原位置状態において、第２のモータ４９によって第２のボールねじ
軸４８を所定量回転させ、図６（Ｂ）に示すように、第１のクランパ５１を前方の位置に
移動させ、インターコネクタ１２を所定位置まで引き出す。その状態で、カッター４３を
下降させてインターコネクタ１２を所定長さに切断する。
【００９８】
　続いて、第１のモータ４６によって第１のボールねじ軸４７を所定量回転させ、図６（
Ｃ）に示すように、移動ガイド５０とともに第１のクランパ５１を、移動台４５と一体的
に移動させる。これによって、第１のクランパ５１が下部ホットプレート８１上まで移動
され、これにクランプされた所定長さのインターコネクタ１２が、下部ホットプレート８
１に載置された太陽電池セル１１上に供給される。一方、第２のクランパ５２がアンクラ
ンプされ、一定量後退される。
【００９９】
　続いて、第２のクランパ５２がインターコネクタ１２をクランプした状態で一定前進さ
れ、インターコネクタ１２をカッター４３の前方位置まで引き出す（（図６（Ｄ）参照）
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。同時に、第１のクランパ５１がアンクランプされて、第１および第２のモータ４６、４
９によって移動台４５とともに、第１のクランパ５１が原位置に復帰される（図６（Ａ）
参照）。
【０１００】
　この場合、インターコネクタ１２は、太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂの両端に位置
する太陽電池セル１１に接合される長さの短いものと、隣合う太陽電池セル１１を互いに
接合する長さの長いものとの２種類に切断される。すなわち、太陽電池セル群１１０Ａ、
１１０Ｂの最初の太陽電池セル１１にインターコネクタ１２を接合する場合には、先ず始
めに、長さの短いインターコネクタ１２が第１１および第２の接合ユニット３３Ａ、３３
Ｂの各下部ホットプレート８１上の所定位置に２列ずつ供給される。
【０１０１】
　次いで、第１のセル供給ユニット３２Ａより受光面を下向きにした最初の太陽電池セル
１１が、上下面にフラックス７２を塗布された状態で、第１の接合ユニット３３Ａの下部
ホットプレート８１上のインターコネクタ１２上に供給される。同時に、第２のセル供給
ユニット３２Ｂより受光面を上向きにした最初の太陽電池セル１１が、上下面にフラック
ス７２を塗布された状態で、第２の接合ユニット３３Ｂの下部ホットプレート８１上のイ
ンターコネクタ１２の後半部に載置される。
【０１０２】
　しかる後、今度は長さの長いインターコネクタ１２の前半部が、受光面を下向きにした
太陽電池セル１１および受光面を上向きにした太陽電池セル１１上にそれぞれ供給される
。このような結果、第１および第２の接合ユニット３３Ａ、３３Ｂの各下部ホットプレー
ト８１上に、図１３（Ａ）に示すように、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２が重
合状態で載置される。
【０１０３】
　次いで、上部ホットプレート８２のＸ方向移動および下降により、インターコネクタ１
２および太陽電池セル１１を下部ホットプレート８１と上部ホットプレート８２との間で
挟み込み、インターコネクタ１２および太陽電池セル１１を加熱しながら圧着することに
より、太陽電池セル１１のプラス側電極およびマイナス側電極にインターコネクタ１２を
フラックス７２を介してそれぞれ接合する。
【０１０４】
　この際、上部ホットプレート８２の下降によって、図１２に示す押さえプレート９０が
、スプリング力にて太陽電池セル１１上のインターコネクタ１２を上方より押圧するので
、互いに重合されたインターコネクタ１２および太陽電池セル１１の位置ずれを抑制する
ことができる。
【０１０５】
　しかる後、各上部ホットプレート８２が上昇されるとともに、Ｘ方向に所定量移動され
て下部ホットプレート８１上より退避される。これによって、太陽電池セル１１の上下面
にインターコネクタ１２がフラックス７２を介して接合される。
【０１０６】
　この際、押さえプレート９０は、上部ホットプレート８２が上昇しても、インターコネ
クタ１２をスプリング力によって押圧し続けるので、溶着したフラックス７２が硬化する
間、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２との位置ずれを規制することができる。
【０１０７】
　ところで、下部ホットプレート８１の上面８１ａは、常に保護用シート１５０によって
覆われているので、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２との接合によって発生する
フラックス７２等の付着物が、下部ホットプレート８１の上面８１ａに直接付着するのを
防止でき、しかも、下部ホットプレート８１上に常に清潔な保護用シート１５０を送り出
すことができることから、太陽電池セル１１とインターコネクタ１２との接合を正確に行
うことができるようになる。
【０１０８】
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　インターコネクタ１２が接合された太陽電池セル１１は、第１および第２のセル搬送ユ
ニット３４Ａ、３４Ｂによるリフトアンドキャリー動作によって、搬送部材９１にすくい
上げられ、１ピッチずつ搬送される。これにより、最初の太陽電池セル１１が下部ホット
プレート８１より第１の徐冷ヒータ９６ａ上に搬送されて、徐冷される。この１ピッチ搬
送により、太陽電池セル１１の上面に接合されたインターコネクタ１２の後半部が下部ホ
ットプレート８１上に位置決めされることになる。
【０１０９】
　次いで、第１および第２のセル供給ユニット３２Ａ、３２Ｂより２番目の太陽電池セル
１１が、上記したと同様にして、フラックス７２を塗布した状態で下部ホットプレート８
１上に供給され、下部ホットプレート８１上に位置決めされたインターコネクタ１２の後
半部上に載置される。
【０１１０】
　その後、第１および第２のコネクタ供給ユニット３１Ａ、３１Ｂより、長さの長いイン
ターコネクタ１２が、上記したと同様にして、下部ホットプレート８１上に供給され、そ
の前半部が太陽電池セル１１上に重合される（図１３（Ｂ）参照）。その状態で、上部ホ
ットプレート８２が作動され、太陽電池セル１１の上下面にインターコネクタ１２がフラ
ックス７２を介してそれぞれ接合される。
【０１１１】
　しかる後、第１および第２のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂによるリフトアンドキャ
リー動作によって、最初の太陽電池セル１１が第１の徐冷ヒータ９６ａから第２の徐冷ヒ
ータ９６ｂに搬送されると同時に、２番目の太陽電池セル１１が下部ホットプレート８１
から第１の徐冷ヒータ９６ａに搬送される。
【０１１２】
　このような動作が繰り返されることにより、インターコネクタ１２が接合された太陽電
池セル１１が、第１および第２のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂによって順次１ピッチ
ずつ搬送される。その結果、第１および第２のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂ上には、
所定個数の太陽電池セル１１からなる第１および第２の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０
Ｂが搬送される。
【０１１３】
　このように、下側からインターコネクタ１２、太陽電池セル１１およびインターコネク
タ１２を順次積み上げていく同一の接続工程（図１３参照）によって、第１および第２の
太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂを製造することができるので、太陽電池セル群１１０
Ａ、１１０Ｂのストリング配線作業を容易に行うことができる。
【０１１４】
　なお、第１および第２の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂの最後の太陽電池セル１１
に接合されるインターコネクタにも、長さの短いものが使用され、第１の接合ユニット３
３Ａによって、長さの短いインターコネクタ１２ａが太陽電池セル１１の裏面（上面）側
に接合され、第２の接合ユニット３３Ｂによって、長さの短いインターコネクタ１２ａが
太陽電池セル１１の受光面（上面）側に接合される。
【０１１５】
　第１および第２のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂ上に、所要個数の太陽電池セル１１
からなる太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂがそれぞれ搬送されると、第１および第２の
接合ユニット３３Ａ、３３Ｂには、次の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂを製造すべく
、再び長さの短いインターコネクタ１２が供給されるとともに、最初の太陽電池セル１１
が供給され、上記した動作を繰り返す。
【０１１６】
　このようにして、第１および第２のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂ上に搬送された太
陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂの最後の太陽電池セル１１が、徐冷ステーション９５を
通過すると、移載装置１０３の複数の吸着ヘッド１１６によって、第１のセル搬送ユニッ
ト３４Ａ上の第１の太陽電池セル群１１０Ａの各太陽電池セル１１の上面がそれぞれ吸着
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され、移載装置１０３により、姿勢を変えることなく受光面（マイナス側電極）を下向き
にした状態で、第１のセル置台１０１上に移載される。すなわち、第１の太陽電池セル群
１１０Ａは、最初の太陽電池セル１１のマイナス側電極に接合された長さの短いインター
コネクタ１２ａが、図２に示すように、太陽電池セル１１の下側に位置する状態で第１の
セル置台１０１上に移載される。
【０１１７】
　同様に、反転移載装置１０４の複数の吸着ハンド１２６ａによって、第２のセル搬送ユ
ニット３４Ｂ上の第２の太陽電池セル群１１０Ｂの各太陽電池セル１１の下面がそれぞれ
吸着され、反転台１２２の１８０度反転動作により第２の太陽電池セル群１１０Ｂは上下
反転され、受光面（マイナス側電極）を下向きにした状態で第２のセル置台１０２上に移
載される。すなわち、第２の太陽電池セル群１１０Ｂは、最初の太陽電池セル１１のプラ
ス側電極に接合された長さの短いインターコネクタ１２ａが、図３に示すように、太陽電
池セル１１の上側に位置する状態で第２のセル置台１０２上に移載される。
【０１１８】
　このような結果、第１および第２のセル置台１０１、１０２にそれぞれ移載された第１
および第２の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂは、共に受光面が下向きに揃えられるが
、向きを揃えられた第１および第２の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂは、太陽電池セ
ル１１に対するインターコネクタ１２の接続構造が、図２および図３に示すように、互い
に異なったものとなる。
【０１１９】
　このように、第１および第２のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂ上に搬送された第１お
よび第２の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂは、移載装置１０３および反転移載装置１
０４によって、第１および第２のセル置台１０１、１０２に搬出される。これによって、
第１および第２のセル搬送ユニット３４Ａ、３４Ｂ上に必要以上の太陽電池セル１１を滞
留させることがなくなり、上記した接合作業および搬送作業を継続することができ、スト
リング配線作業を効率的に行えるようになる。
【０１２０】
　一方、レイアップ装置２２のレイアップ位置には、２種類の太陽電池セル群１１０Ａ、
１１０ＢをＹ軸方向に交互に所要数配列するためのカバーガラス１３０が、自動または手
動にて供給され、このカバーガラス１３０上にキャリーヘッド１３２によって、第１およ
び第２のセル置台１０１、１０２より交互に太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂが搬送さ
れる。
【０１２１】
　すなわち、カバーガラス１３０の１列目には、第１のセル置台１０１より第１の太陽電
池セル群１１０Ａが装着され、カバーガラス１３０の２列目には、第２のセル置台１０２
より第２の太陽電池セル群１１０Ｂが装着される。以下、カバーガラス１３０の奇数列目
には、第１の太陽電池セル群１１０Ａが、偶数列目には、第２の太陽電池セル群１１０Ｂ
が装着され、Ｙ軸方向に所要列数の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂが配列される。こ
れによって、Ｙ軸方向に隣合う太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂの両端部には、太陽電
池セル１１のマイナス側電極に接合された長さの短いインターコネクタ１２ａと、太陽電
池セル１１のプラス側電極に接合された長さの短いインターコネクタ１２ａとがＹ軸方向
に交互に配置されるようになる。
【０１２２】
　カバーガラス１３０上のＹ方向に、ストリング配線されたＸｍ個の太陽電池セル１１か
らなる太陽電池セル群１１０Ａ、１１０ＢがＹｎ列装着されると、カバーガラス１３０が
搬送コンベア２５によってレイアップ装置２２よりマトリックス配線装置２３に搬送され
る。
【０１２３】
　カバーガラス１３０の前端部（図４の右端部）がマトリックス配線装置２３内に搬送さ
れると、１列目の太陽電池セル群１１０Ａの右端より突出するマイナス側電極に接続され
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たインターコネクタ１２ａと、２列目の太陽電池セル群１１０Ｂの右端より突出するプラ
ス側電極に接続されたインターコネクタ１２ａとの間に、所定長さに切断されたバスメタ
ル１４が装着される。
【０１２４】
　かかるバスメタル１４は、マトリックス配線装置２３のバスメタル供給ユニット１４２
のボビン１４１よりＹ方向に引き出されて所定長さに切断され、作業用ロボット１４４の
キャリーヘッド１４５に取付けられた吸着ヘッドにより吸着保持されて、インターコネク
タ１２ａの間に装着される。
【０１２５】
　同様にして、バスメタル１４は、３列目と４列目の太陽電池セル群１１０Ａ、１１０Ｂ
の各右端より突出するインターコネクタ１２ａの間、および５列目と６列目の太陽電池セ
ル群１１０Ａ、１１０Ｂの各右端より突出するインターコネクタ１２ａの間にそれぞれ装
着される、
【０１２６】
　しかる状態で、ヒータを内蔵したプロセスヘッド１４６により、バスメタル１４とイン
ターコネクタ１２の接続個所を加熱しながら圧着することにより、バスメタル１４を溶融
して、マイナス側電極に接合されたインターコネクタ１２ａとプラス側電極に接合された
インターコネクタ１２ａをバスメタル１４を介して電気的に接続する。
【０１２７】
　続いて、カバーガラス１３０がＸ方向に所定量搬送され、カバーガラス１３０の後端部
（図４の左端部）がマトリックス配線装置２３内に搬送されると、前述したと同様にして
、２列目（４列目）の太陽電池セル群１１０Ｂの左端より突出するマイナス側電極に接続
されたインターコネクタ１２ａと、３列目（５列目）の太陽電池セル群１１０Ａの左端よ
り突出するプラス側電極に接続されたインターコネクタ１２ａとの間に、所定長さに切断
されたバスメタル１４が装着される。そして、バスメタル１４がプロセスヘッド１４６に
よって溶着されることにより、マイナス側電極に接合されたインターコネクタ１２ａとプ
ラス側電極に接合されたインターコネクタ１２ａがバスメタル１４を介して電気的に接続
される。
【０１２８】
　このようにして、Ｘｍ×Ｙｎのすべての太陽電池セル１１が、インターコネクタ１２お
よびバスメタル１４を介して直列に電気的接続され、太陽電池モジュール１０が製造され
る。その後、当該太陽電池モジュール１０は搬出コンベア２６に搬出され、次工程に搬送
される。そして、次工程において、太陽電池セル１１上にＥＶＡ等の樹脂を封止してバッ
クシートを装着するとともに、周囲をアルミフレームによって気密的に覆うことにより完
成品となる。
【０１２９】
　図２１は、本発明の変形例を示すもので、上記した実施の形態においては、保護用シー
ト１５０をエンドレス方式で構成したのに対し、図２１に示す変形例においては、保護用
シート１５０を使い捨ての巻取り方式に変更したものである。
【０１３０】
　すなわち、図２１に示すように、下部ホットプレート８１の上面８１ａが、供給リール
１５７に巻かれた耐熱シートからなる保護用シート１５０によって覆われており、保護用
シート１５０を巻取りモータ１５８によって駆動される巻取りリール１５９によって巻き
取ることにより、常にきれいな保護用シート１５０を下部ホットプレート８１上に送り出
せるようにしている。なお、変形例においては、上部ホットプレート８２の下面８２ａも
使い捨ての保護用シート１５０によって覆った例で示している。
【０１３１】
　かかる変形例によれば、実施の形態で述べたと同様な作用効果を奏することができると
ともに、使い捨てのために、若干コストアップとなるが、ブラシ１５３やスクレーパ１５
４等の清掃部材を不要にでき、構成を簡素化することができる。
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【０１３２】
　上記した実施の形態によれば、太陽電池セル１１と複数列の導電部材（インターコネク
タ）１２を重合させた状態で下方からすくい上げて搬送する搬送部材９１を、すくい上げ
動作時に複数種類の太陽電池セル（１１Ａ、１１Ｂ）に重合されたいずれの導電部材１２
とも接触しない位置に設けたので、ストリング配線装置２１で取り扱う太陽電池セル１１
の種類が変更されても、搬送部材９１を何ら段取替え等する必要がなく、ストリング配線
作業を効率的に行うことができる。
【０１３３】
　上記した実施の形態によれば、搬送部材９１は、導電部材１２を重合する太陽電池セル
１１を載置する載置台（下部ホットプレート）８１に対して出没可能に設けられているの
で、通常は搬送部材９１を載置台８１内に埋没させることができる。
【０１３４】
　上記した実施の形態によれば、太陽電池セル１１は、大きさの異なる複数種類の太陽電
池セル１１Ａ、１１Ｂからなっているので、ストリング配線装置２１で取り扱う太陽電池
セル１１の大きさが異なっても、搬送部材９１と導電部材１２との干渉を確実に防止する
ことができる。
【０１３５】
　上記した実施の形態によれば、太陽電池セル１１の種類に応じて、導電部材１２が２列
ないし４列互いに異なる位置に配置されているので、ストリング配線装置２１で取り扱う
太陽電池セル１１に接合される導電部材が２列ないし４列となっても、搬送部材９１と導
電部材１２との干渉を確実に防止することができる。
【０１３６】
　上記した実施の形態によれば、重合された太陽電池セル１１と導電部材１２を熱を加え
ながら圧着する下部ホットプレート８１と昇降可能な上部ホットプレート８２とを有し、
上部ホットプレート８２の下面に、下部ホットプレート８１上に載置された太陽電池セル
１１を重合した導電部材１２を押圧する押さえ部材９０を上部ホットプレート８２の下面
に対して出没可能に設け、押さえ部材９０をスプリング力によって上部ホットプレート８
２の下面より突出する方向に付勢するとともに、通常は押さえ部材９０を上部ホットプレ
ート８２の下面より所定量突出した位置に保持するようにした。
【０１３７】
　この構成により、上部ホットプレート８２の下降によって、重合された太陽電池セル１
１と導電部材１２とを熱圧着する際に、押さえ部材９０によって導電部材１２を付勢する
ことができ、導電部材１２および太陽電池セル１１の位置ずれを抑制することができる。
【０１３８】
　しかも、押さえ部材９０は、太陽電池セル１１と導電部材１２とを熱圧着した後に、上
部ホットプレート８２が上昇する際にも、導電部材１２を付勢し続けるように作用するの
で、接合状態にある導電部材１２と太陽電池セル１１との位置ずれを規制することができ
る。
【０１３９】
　上記した実施の形態によれば、下部ホットプレート８１および上部ホットプレート８２
の上面８１ａおよび下面８２ａの少なくとも一方を、ホットプレート８１（８２）に対し
て送り移動可能に設けた保護用シート１５０によって覆うようにしたので、ホットプレー
ト８１（８２）の上面（下面）に直接付着物が付着するのを防止でき、しかも、太陽電池
セル１１と導電部材１２を熱圧着する部位の保護用シート１５０を常にきれいな状態に保
つことができる。
【０１４０】
　上記した実施の形態によれば、保護用シート１５０は、下部ホットプレート８１あるい
は／および上部ホットプレート８２にエンドレス状に設けられ、エンドレス状の保護用シ
ート１５０に付着した付着物を除去するブラシ１５３およびスクレーパ１５４等の清掃部
材を備えているので、保護用シート１５０を常にきれいな状態に保つことができ、精度の
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【０１４１】
　上記した実施の形態においては、太陽電池セル１１を受光面を上向きにしてストリング
配線された太陽電池セル群１１０Ｂを、反転移載装置１０４によって受光面が下向きとな
るように反転させる例について述べたが、受光面を下向きにしてストリング配線された太
陽電池セル群１１０Ａを反転させるようにしてもよい。
【０１４２】
　上記した実施の形態においては、太陽電池セル１１の各電極にフラックス７２を介して
導電部材（インターコネクタ）１２を接合するようにしたが、導電部材１２としてはんだ
をコーティングした導電部材を用いれば、フラックスを塗布することなく、太陽電池セル
１１と導電部材とを接合することが可能である。
【０１４３】
　また、上記した実施の形態においては、太陽電池セル１１と複数の導電部材１２を、下
部ホットプレート８１と上部ホットプレート８２との間で熱圧着することによりに同時に
接合するようにした例について述べたが、３次元方向に移動可能なロボット等にヒータを
取付けて行うことも可能である。
【０１４４】
　斯様に、本発明は実施の形態で述べた構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲
に記載した本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々の形態を採り得るものである。
【産業上の利用可能性】
【０１４５】
　本発明に係るストリング配線装置は、隣合う太陽電池セルを導電部材を介して電気的に
接合する太陽電池モジュールに用いるのに適している。
【符号の説明】
【０１４６】
　１０…太陽電池モジュール、１１（１１Ａ、１１Ｂ）…太陽電池セル、１２、１４…導
電部材（インターコネクタ、バスメタル）、２１…ストリング配線装置、３１Ａ、３１Ｂ
…導電部材供給ユニット、３２Ａ、３２Ｂ…セル供給ユニット、３３Ａ、３３Ｂ…接合ユ
ニット、３４Ａ、３４Ｂ…セル搬送ユニット、８１…下部ホットプレート、８２…上部ホ
ットプレート、９０…押さえ部材、９１…搬送部材、９２…収容溝、１５０…保護用シー
ト、１５３、１５４…清掃部材（ブラシ、スクレーパ）。
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